
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 

  

平成 29 年も全国各地で多くの自然災害が発生し、その被害が報じられました。年初

から３月にかけては、大雪による被害が各地で発生し、7月の九州北部豪雨では浸水害・

土砂災害により建物等のほか、多くの人的被害が生じました。秋には、複数到来した台

風や前線等の影響で、多くの風水害が発生しました。 

県内でも６月 25 日には長野県南部木曽地方で震度５強の地震が発生したほか、台風

や大雨による土砂崩れなどが度々発生しました。火山に関しても隣県ではありますが、

本年１月 23 日には草津白根山が噴火するなど、自然災害は今や、いつ、どこで発生し

てもおかしくない状況であり、その脅威が忍び寄っています。 

このような中、平成 29 年５月には、水防法等の一部改正により、浸水害・土砂災害

に対する警戒が強化され、市町村地域防災計画に定められた浸水想定区域又は土砂災害

警戒区域内の学校等、要配慮者利用施設に対して、避難確保計画の作成と避難訓練の実

施が義務付けられました。 

自然災害は避けられないものの、少しでも被害を軽減する「減災」が重要な時代を迎

え、全国の自治体や学校において防災（減災）体制や防災教育に係る取組が推進されて

います。 

 本事業は、児童生徒が自他の生命を尊重することを基盤として、生涯にわたり健康で

安全な生活を送るための基礎を培い、安全で安心な社会づくりに進んで参加し、貢献で

きる資質や能力を育てることを目的としています。 

 災害については、多くの学校で形式的な避難訓練が見直され、突然襲ってくる自然災

害に備え、より実践的な避難訓練が行われるようになってきました。本事業の指定校で

は、授業以外の休み時間や掃除の時間等に発生を想定した避難訓練や予告なしの抜き打

ち訓練等のほか、時間をかけずに反復して実施できるショート訓練、一次避難から二次

避難へ、さらには引き渡し訓練といったより実態に近い訓練が、当たり前のように行わ

れています。 

交通安全についても、今年度は小・中学校２校に交通安全アドバイザーを派遣し、自

転車交通安全教室や登下校の交通安全を中心に支援を行い、先進的な取組が進められま

した。 

本報告集は、そうした指定校の優れた実践をモデルとして、広く県内に紹介し、各校

における安全教育の取組を推進する上での参考にしていただくとともに、安全教育の一

層の充実を図るため、実践事例をまとめたものです。日常の授業や特別活動等を通じて、

地域や学校の実情に応じた安全教育を実践し、児童生徒の学校安全に対する意識の高揚

を図る取組に本報告集を活用していただくようお願いします。 

 

  平成 30年２月 

               長野県教育委員会事務局保健厚生課長  林 信一 
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平成 29年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業実施要項 

 

１ 趣  旨 

  緊急地震速報受信システムを利用した避難訓練の実施を通じて、児童生徒が状況に応じた的確な 

 判断の下、冷静かつ迅速な避難行動を主体的にとることができるようにすること、及び児童生徒が 

 災害発生時に自らの生命を守るために必要な知識を理解するともに、危険を回避し自らの安全を確 

 保するための行動がとれるようにするための防災教育の指導法を構築する。 

 

２ 事業概要    

県下の小中学校に緊急地震速報受信システムを整備し、より実践的な避難訓練等を行うとともに、 

学校防災アドバイザーを派遣し、専門的な見地から防災に関する指導や助言を行い、災害発生時に

自ら判断して行動できる児童生徒を育成する。 

   学校防災アドバイザーは、学校内に留まらず登下校中・休日の災害発生時における対応や、連絡 

  体制、児童生徒の引き渡し、地域との連携、防災マップ作成見直し等に関する指導、助言を行う。 

   また、対象校は、学校における様々な教育活動における防災教育のあり方について検討する。 

 

３ 事業実施期間 

  平成 29年６月１日～平成 30年１月 15日  

  

４ 実施方法 

 （１）各種情報ツールや防災に関する科学技術等を活用した防災教育・訓練手法等の開発・普及 

   ア 緊急地震速報受信機の導入及び防災科学技術等活用推進支援（実践的な避難訓練の実施等） 

    緊急地震速報受信機を設置し、様々な場面・状況でより実践的な避難訓練等を行い、児童 

   生徒が状況に応じた的確な判断の下、冷静かつ迅速な避難行動を主体的にとることができる 

   ようにする。 

   ・設置対象校（14校） 

    阿 智 村  阿智第一小学校、阿智第三小学校 

    安曇野市  豊科南小学校、豊科東小学校、豊科北小学校、堀金小学校、明科中学校 

    白 馬 村  白 馬 中 学 校 

   長 野 市  山 王 小 学 校、中 条 小 学 校、豊野中学校、西部中学校 

    飯 山 市  木 島 小 学 校 

    長 野 県  木曽養護学校 

  イ 事業の流れ 

  （ア）県が緊急地震速報受信機を実施校に設置する。 

  （イ）設置対象校は、随時、様々な場面・状況で、より実践的な避難訓練を実施する。 

（２）学校防災アドバイザー派遣・活用  

   ア 対象校に２～３回派遣し、次の内容を行う。 

    避難訓練の視察及び指導、「学校防災計画」、「危機管理マニュアル」等に関する指導、助言他。    

 イ 学校防災アドバイザー派遣対象校（48校） 

   佐 久 市  臼 田 小 学 校 

   立 科 町  立 科 小 学 校、立 科 中 学 校 

   東 御 市  田 中 小 学 校、祢 津 小 学 校、和 小 学 校 

   宮 田 村  宮 田 中 学 校 



   阿 智 村  阿智第二小学校、清内路小学校、浪合小学校、阿智中学校 

         阿智第一小学校、阿智第三小学校 

   泰 阜 村  泰 阜 小 学 校、泰 阜 中 学 校 

   松 本 市  岡 田 小 学 校、本 郷 小 学 校、旭町中学校    

   塩 尻 市  楢 川 小 学 校 

   塩尻市辰野町中学校組合 両小野中学校 

安曇野市  穂高東中学校、穂高西小学校、明北小学校、明南小学校、堀金中学校  

         豊科南小学校、豊科東小学校、豊科北小学校、堀金小学校、明科中学校 

松 川 村  松 川 中 学 校 

 小 谷 村  小 谷 小 学 校、小 谷 中 学 校 

 白 馬 村  白 馬 中 学 校 

  長 野 市  山 王 小 学 校、中 条 小 学 校、豊野中学校、西部中学校、加茂小学校 

         緑ケ丘小学校、信 里 小 学 校、清野小学校、戸隠中学校、鬼無里中学校 

   須 坂 市  相 森 中 学 校 

   飯 山 市  木 島 小 学 校 

   飯 綱 町  飯 綱 中 学 校 

   長 野 県  木曽養護学校 

 

 ウ 事業の流れ 

   （ア）市町村教育委員会は、対象小中学校と学校防災アドバイザー派遣日程等の調整を行い、実 

     施日の１週間前までに実施計画書（様式１）をＥメールで保健厚生課に提出する。 

   （イ）上記（ア）により、学校防災アドバイザーの派遣を受けた場合は、その都度１週間以内に 

     実施報告書（様式２）を（押印の上）郵送で保健厚生課に提出する。 

      （ウ）保健厚生課は、市町村教育委員会から提出される報告書により、旅費及び謝金を学校防災 

         アドバイザーに支払う。 

    ※学校防災アドバイザー 

   信州大学 教育学部 理数科学教育講座      教 授   榊原 保志 

   信州大学 教育学部 社会科学教育講座      教 授   廣内 大助 

   奈良女子大学 文学部 人文社会学科       准教授   西村 雄一郎 

   宇都宮共和大学 子ども生活学部         専任講師  白神 晃子 

   信州大学 学術研究院 教育学系         准教授   島田 英昭 

   信州大学 学術研究・産学官連携推進機構     助 教   本間 喜子 

   特定非営利活動法人 DoChubu                                 落合 鋭充 

気象庁 長野地方気象台             次 長     上野 忠良 

ほか気象台職員 

５ 完了の報告 

  各小中学校は、事業の実施内容を記録（写真及び文書）に残し、事業終了後１か月以内に、実績報 

 告書（様式３）及び事業の成果がわかる資料※をＥメールで保健厚生課に提出する。 

  また、本事業に関係する職員研修や防災教育等についても記録し、実績報告書に記載できるように 

 しておく。 

  ※ 事業の成果がわかる資料とは、指導案、校舎内掲示物、転倒防止や避難に関わる表示、写真 

   マニュアルや指導方法の改善点、児童生徒向けチラシや家庭への通知等。 



平成29年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業（交通安全に関すること）実施要項 

 

１ 趣  旨 

 児童生徒等の登下校中の交通事故の実態を踏まえ、学校の抱える交通安全上の課題の解決を図るために、児童生

徒等が様々な交通場面における危険について理解し、主体性を持って安全な歩行や自転車・二輪車等の利用ができ

るようになったり、安全で安心な交通社会づくりに貢献する意識を高めることが重要である。 

このため、交通安全教育の指導方法や教育手法の開発・普及、通学時を含めた学校における児童生徒等の交通安

全確保の体制を構築、普及すること、及び、学校外の専門家による指導・助言等を行うことにより、学校における

交通安全教育・交通安全管理の充実を図るものである。 

 

２ 事業概要 

  学校における交通安全教育・交通安全管理等の取組を支援するため、下記の事業を実施する。 

（１）実施内容 

   通学路の交通安全を確保するための体制の構築と交通安全の意識や技能を高めるための教育手法等の開発・

普及 

   ・交通安全アドバイザーの派遣を行う（対象校に２回程度）  

   ・通学路の交通安全に対する指導・助言を行う 

   ・安全な歩行、自転車・二輪車の利用に関する教育手法や、交通安全に貢献する意識の高揚を図る教育手法 

    の開発・普及を行う 

（２）実施対象校 

    ・長野市立若穂中学校 

    ・長野市立柳原小学校 

（３）交通安全アドバイザー 

    （一財）長野県交通安全教育支援センター 主任指導員  原   愛    

    （一財）長野県交通安全教育支援センター 主任指導員  竹内 滋美 

  

３ 事業実施期間 

  平成29年７月14日～平成30年１月15日  

 

４ 実施方法 

（１）事業の流れ 

    （ア）市町村担当者は、対象小中学校と交通安全アドバイザー派遣日程等の調整を行い、実施日の 

       １週間前までに計画書をＥメールで保健厚生課に提出すること。 

    （イ）上記（ア）により、交通安全アドバイザーの派遣を受けた場合は、１週間以内に報告書を保 

       健厚生課に提出すること。 

     

５ 完了の報告 

  各小中学校は、事業の実施内容を記録（写真及び文書）に残し、事業終了後１ヶ月以内（最終：平成30年１月  

 15日に、実績報告書及び事業の成果がわかる資料※をＥメールで保健厚生課に提出すること。また、本事業に関 

係する職員研修や安全教育（防災、交通安全、生活安全）等についても記録し、実績報告書に記載できるように 

しておくこと。 

※ 事業の成果がわかる資料・・・指導案、写真、マニュアルや指導方法の改善点、児童生徒向けのチラシや家庭への通知 等 


